
内
科

【内科】

○気管支喘息関連
　・急性発作管理
　・肺機能検査、NO測定等
　・重症難治例の長期管理
○食物アレルギー関連
　・食物経口負荷試験（運動誘発含む）
○重症難治性アレルギー性呼吸器疾患の管理

小
児
科

【小児科】

○気管支喘息関連
　・急性発作管理
　・肺機能検査、NO測定等
　・重症難治例の長期管理
○皮膚領域
　・アトピー性皮膚炎の管理
○耳鼻咽喉科領域
　・アレルギー性鼻炎の管理
○食物アレルギー関連
　・食物経口負荷試験（運動誘発含む）
　・経口免疫療法

皮
膚
科

【皮膚科】

○アレルギー関連の以下の検査が実施可能
　・プリック・スクラッチテスト
　・パッチテスト
　・皮内テスト
　・薬疹誘発試験
○重症難治性アレルギー性皮膚疾患の管理

眼
科

【眼科】

○重症難治性アレルギー性眼疾患の管理
○重症アレルギー性眼疾患に対して外科的な処置やステロイド注射

耳
鼻
咽
喉
科

【耳鼻咽喉科】

○アレルギー性鼻炎の手術治療
○アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法
○アレルギー性鼻炎の正確な診断
○難病指定医を取得している
○好酸球性副鼻腔炎に対する手術治療
○鼻茸を伴う副鼻腔炎に対する生物学的製剤の処方

別表 （選定要件）

【医療連携・情報提供】

・診療所、一般病院との病診・病病連携
・拠点及び診療科別支援病院間での連携
・セカンドオピニオン
・アレルギー疾患診療可能施設の情報提供
・医師、メディカルスタッフ、行政への情報発信
・県民へのアレルギーに関する啓発および講演会の開催

【研修・教育】

・自院におけるアレルギー疾患の診療に関する教育
・県、拠点病院及び協議会が実施する事業（研修会、講演会）への
協力

選定要件

共通項目 診療科別項目

【診療体制】

○アレルギー全般
　・アレルゲン原因同定、検査、管理
　・アレルゲン免疫療法実施（舌下・皮下）
　・アナフィラキシーの包括的な専門診療
　・自院における他科との連携（周辺疾患の鑑別、症例検討等）
　・入院可能

○医師配置
　・アレルギー学会専門医が常勤として勤務していることが望まし
い

　・（内科・小児科）
　　当該診療科の専門医が１名以上常勤として勤務していること
　・（皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科）
　　当該診療科の専門医が１人以上常勤、かつ内科医が１人以上
常勤していること


